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イ
ン
ド
に
お
け
る
競
争
環
境
の
変
化

加
藤
篤
史

特 集特 集
　

二
〇
〇
〇
年
度
か
ら
二
〇
〇
六
年
度
に
か
け
て

の
セ
ク
タ
ー
別
年
平
均
成
長
率
を
み
る
と
、
通
信

で
二
五
％
、
金
融
で
一
一
％
、
建
設
で
一
一
％
、

製
造
業
で
八
％
な
ど
、
企
業
が
主
要
な
役
割
を
果

た
す
セ
ク
タ
ー
で
の
高
成
長
が
観
察
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
高
成
長
の
一
因
に
は
、
一
九
九
一
年
の

経
済
自
由
化
以
降
の
市
場
競
争
の
激
化
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
イ
ン
ド
経
済
の
成
長

条
件
の
一
つ
と
し
て
市
場
で
の
競
争
環
境
に
つ
い

て
概
観
す
る
。

●
経
済
自
由
化
前
の
競
争
環
境

　

は
じ
め
に
一
九
九
一
年
以
前
の
イ
ン
ド
国
内
市

場
に
お
け
る
競
争
環
境
に
つ
い
て
簡
単
に
振
り
返

り
た
い
。
一
九
九
一
年
以
前
の
イ
ン
ド
で
は
、
政

府
が
広
範
に
民
間
企
業
の
活
動
を
規
制
す
る
と
と

も
に
、
政
府
が
自
ら
多
く
の
公
企
業
を
設
立
し
て

積
極
的
に
経
済
活
動
に
参
入
し
て
い
っ
た
。
政
府

主
導
の
経
済
運
営
の
一
つ
の
柱
が
、産
業
（
開
発・

規
制
）
法
（
一
九
五
一
年
）
で
あ
る
。
こ
の
法
律

は
指
定
さ
れ
た
業
種
に
お
い
て
一
定
規
模
以
上
の

す
べ
て
の
企
業
の
登
録
を
義
務
付
け
、
新
規
参
入
、

新
商
品
開
発
、
生
産
施
設
の
拡
張
な
ど
の
活
動
に

つ
い
て
種
々
の
許
認
可
制
度
を
定
め
、
自
由
な
活

動
を
制
限
し
た
。
ま
た
資
本
発
行
統
制
法

（
一
九
四
七
、五
五
年
）
に
よ
っ
て
企
業
は
資
金
調

達
の
選
択
肢
も
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
多

く
の
産
業
で
ラ
イ
セ
ン
ス
の
獲
得
が
利
益
を
得
る

た
め
の
重
要
な
手
段
と
な
っ
た
た
め
に
、
企
業
家

は
価
値
生
産
の
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
よ
り
も
、

政
治
家
や
政
府
役
人
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
固
め

る
こ
と
に
多
く
の
努
力
を
振
り
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
自
由
な
参
入
が
制
限
さ
れ

た
た
め
、
既
存
企
業
は
新
規
参
入
か
ら
の
脅
威
に

曝
さ
れ
る
こ
と
な
く
利
益
を
実
現
で
き
た
の
で
、

価
値
生
産
の
生
産
性
を
高
め
る
企
業
努
力
を
怠
る

結
果
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
大
企
業
や
支
配
的
企

業
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
九
年
の
独
占･

制
限
的

取
引
慣
行
法
（M

onopolies and Restric-
tive T

rade Practices A
ct

＝
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
）

が
規
模
の
大
き
い
企
業
や
市
場
で
支
配
的
な
企
業

の
活
動
を
一
層
厳
し
く
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
政
府
の
措
置
は
企
業
間
の
自
由
で
活
発
な

市
場
競
争
を
制
限
し
た
。

　

政
府
主
導
の
経
済
運
営
の
も
う
一
つ
の
重
要
な

柱
で
あ
る
産
業
政
策
決
議（
一
九
五
六
年
）に
よ
っ

て
、
イ
ン
ド
政
府
は
国
家
が
基
幹
産
業
の
開
発
を

担
う
と
い
う
方
針
を
宣
言
し
た
。
こ
の
方
針
に
基

づ
い
て
主
要
な
産
業
に
お
い
て
公
企
業
が
設
立
さ

れ
た
の
み
な
ら
ず
、
当
初
想
定
さ
れ
た
産
業
の
枠

を
超
え
て
多
様
な
産
業
に
次
々
に
公
企
業
が
設
立

さ
れ
て
い
っ
た
。
公
企
業
の
属
す
る
産
業
の
多
く

は
新
規
参
入
が
制
限
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

公
企
業
は
政
府
に
よ
っ
て
優
先
的
に
資
金
、
原
材

料
、
イ
ン
フ
ラ
の
便
宜
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
国
有
化
さ
れ
た
主
要
な
商
業
銀
行
が
、
財
務

状
況
の
悪
化
し
た
公
企
業
に
貸
付
を
行
っ
て
い
た
。

民
間
企
業
の
参
入
が
認
め
ら
れ
た
産
業
で
も
、
公

企
業
が
大
き
な
市
場
シ
ェ
ア
を
握
り
、
そ
れ
ら
の

公
企
業
は
政
府
か
ら
赤
字
を
補
填
さ
れ
て
い
た
た

め
に
、
民
間
企
業
が
競
争
優
位
を
実
現
す
る
こ
と

が
難
し
か
っ
た
。
さ
ら
に
公
企
業
の
ト
ッ
プ
は
政

府
か
ら
政
治
的
に
指
名
さ
れ
た
者
が
就
く
こ
と
が

多
い
た
め
、
企
業
活
動
の
効
率
性
を
高
め
る
イ
ン

セ
ン
テ
ィ
ブ
が
低
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
公
企
業

で
は
過
剰
な
雇
用
、
非
効
率
な
経
営
、
低
い
資
本

収
益
率
な
ど
が
広
く
観
察
さ
れ
、
多
く
が
巨
額
の

赤
字
を
計
上
し
、
そ
れ
が
政
府
予
算
に
よ
っ
て
補

填
さ
れ
て
き
た
。

　

市
場
競
争
の
観
点
か
ら
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
、

イ
ン
ド
政
府
は
、
高
関
税
と
数
量
制
限
に
よ
っ
て

輸
入
制
限
を
行
い
、
外
国
為
替
取
引
も
制
限
し
た
。

インド経済─成長の条件
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そ
し
て
、
輸
入
ラ
イ
セ
ン
ス
制
度
を
敷
い
て
、
重

要
性
の
原
則
、
国
産
品
入
手
可
能
性
の
原
則
に
照

ら
し
て
み
て
適
合
し
た
物
資
が
、
輸
入
許
可
証
が

得
ら
れ
た
場
合
に
だ
け
輸
入
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

ま
た
海
外
直
接
投
資
も
厳
し
く
規
制
さ
れ
て
い
た
。

国
内
市
場
で
高
い
利
益
が
見
込
ま
れ
る
市
場
が
存

在
し
て
も
、
輸
入
や
直
接
投
資
が
政
策
に
よ
っ
て

制
限
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
国
内
の
既
存
企
業
は

外
国
企
業
と
の
激
し
い
競
争
に
曝
さ
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
イ
ン
ド
政
府
は
雇
用
の
確
保
と
社
会
的

公
正
と
い
う
観
点
か
ら
、
中
小
企
業
に
対
し
て
大

企
業
よ
り
も
企
業
活
動
に
お
い
て
大
き
な
自
由
度

と
優
遇
待
遇
を
与
え
て
き
た
。
こ
の
た
め
、
生
産

性
向
上
に
よ
っ
て
企
業
規
模
を
拡
大
で
き
る
可
能

性
が
あ
っ
て
も
、
中
小
企
業
優
遇
枠
に
残
る
た
め

に
企
業
が
敷
居
を
超
え
て
拡
大
す
る
こ
と
を
避
け

た
り
、
複
数
の
グ
ル
ー
プ
中
小
企
業
が
同
じ
製
品

市
場
に
設
立
さ
れ
る
と
い
う
非
効
率
な
状
況
を
生

み
出
し
て
い
た
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
以
前
の

イ
ン
ド
で
は
政
府
に
よ
る
企
業
活
動
に
関
す
る

様
々
な
規
制
が
、
企
業
家
に
よ
る
生
産
性
向
上
の

努
力
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
多
方
面
か
ら
何
重
に

も
抑
圧
し
て
き
た
た
め
、
イ
ン
ド
企
業
の
生
産
性

の
成
長
は
停
滞
し
て
き
た
。

　

イ
ン
ド
国
内
で
も
規
制
措
置
の
弊
害
に
つ
い
て

の
認
識
が
強
ま
り
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
よ
り

徐
々
に
規
制
緩
和
が
図
ら
れ
て
き
た
が
、
自
由
な

市
場
競
争
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
九
九
一
年
以
降
の
経
済
自
由
化
を
待
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
競
争
の
現
況

　

徐
々
に
進
行
し
て
き
た
経
済
自
由
化
の
流
れ
は

一
九
九
一
年
七
月
、
深
刻
な
政
治･

経
済
危
機
を

き
っ
か
け
に
大
き
く
進
展
し
た
。

　

第
一
に
、
多
く
の
産
業
に
お
い
て
民
間
企
業
の

参
入
が
自
由
に
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
政
府
が
独

占
的
に
活
動
を
行
う
業
種
は
原
子
力
、
原
子
力
関

連
、
鉄
道
の
三
業
種
の
み
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、

実
質
的
に
産
業
レ
ベ
ル
で
の
参
入
制
限
は
な
く

な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

第
二
に
、
産
業
許
認
可
制
度
が
大
幅
に
緩
和
さ

れ
た
。
一
八
業
種
（
の
ち
一
五
業
種
）
を
除
い
て

登
録
の
必
要
は
な
く
な
り
、
既
存
設
備
の
拡
張
は

認
可
が
不
要
と
な
り
、
現
在
ま
で
に
さ
ら
に
規
制

は
緩
和
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
企
業
活
動
に
関
し

て
政
府
の
許
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
項

目
が
大
幅
に
減
少
し
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
に
よ
る
大

企
業･

支
配
的
企
業
に
対
す
る
新
規
参
入
、
生
産

規
模
の
変
更
な
ど
に
つ
い
て
の
事
前
認
可
の
必
要

も
廃
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
九
九
三
年
に
は
工
場

立
地
や
、
資
本
財
輸
入
の
規
制
も
大
幅
に
緩
和
さ

れ
た
。

　

第
三
に
、
貿
易
政
策
も
輸
入
代
替
工
業
化
政
策

か
ら
自
由
化
へ
向
け
て
大
き
く
転
換
が
図
ら
れ
た
。

ラ
イ
セ
ン
ス
制
度
は
緩
和
さ
れ
、
輸
入
自
由
化
品

目
の
数
が
増
加
し
、
輸
入
を
行
う
業
者
の
要
件
も

弱
め
ら
れ
た
。
輸
入
関
税
率
は
多
く
の
品
目
で
引

き
下
げ
ら
れ
貿
易
の
自
由
化
が
進
展
し
た
。

　

第
四
に
、
外
国
企
業
の
直
接
投
資
に
対
す
る
制

限
も
大
幅
に
緩
和
さ
れ
て
き
て
い
る
。
一
九
九
一

年
に
は
、
外
資
出
資
比
率
も
三
五
業
種
で
五
一
％

ま
で
自
動
認
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
ま

で
外
資
に
よ
る
投
資
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
て
い

る
業
種
は
、
小
売
業
（
た
だ
し
単
一
ブ
ラ
ン
ド
の

小
売
は
除
く
）、
原
子
力
、
宝
く
じ
、
ギ
ャ
ン
ブ

ル
の
み
に
ま
で
縮
小
さ
れ
て
い
る
。

　

第
五
に
、
公
企
業
に
つ
い
て
は
、
経
営
の
効
率

化
を
図
る
た
め
民
営
化
や
赤
字
公
企
業
の
閉
鎖
が

真
剣
に
議
論
さ
れ
、
緩
慢
で
は
あ
る
が
徐
々
に
進

ん
で
き
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
経
済
自
由
化
が
国
内
市
場
の
競
争
に

も
た
ら
し
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
な
も
の
で
あ
っ

た
。
第
一
に
、
企
業
の
参
入
や
活
動
の
自
由
化
は

利
益
を
追
求
す
る
企
業
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放

し
、
民
間
企
業
に
よ
る
投
資
が
急
速
に
拡
大
し
て

い
る
。
図
１
は
国
内
総
生
産
に
対
す
る
粗
資
本
形

成
の
割
合
を
、
公
的
部
門
と
民
間
部
門
に
分
け
て
、

そ
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年

代
に
民
間
部
門
の
シ
ェ
ア
が
上
昇
し
、
公
的
部
門

に
拮
抗
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
二
に
、
大
企
業
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
に
よ
る
生
産

規
模
拡
張
の
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
、
競
争
力
の
あ

る
企
業
は
自
由
化
以
前
よ
り
も
自
由
に
新
製
品
の

投
入
、
生
産
規
模
の
拡
大
の
た
め
の
投
資
や
資
金

調
達
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
貿
易
自
由
化
や
直
接
投
資
規
制
の
緩

和
に
よ
っ
て
、
利
益
の
高
い
国
内
市
場
で
の
外
国

企
業
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
高
ま
っ
て
き
た
。
外
国
企

業
と
の
競
争
は
そ
れ
自
体
が
企
業
間
の
競
争
を
激

化
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
国
内
市
場
で
の
共
謀
の
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図１　GDPに対する粗資本形成の比率（％）
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可
能
性
を
低
め
る
効
果
を
も
つ
。
図
２
は
国
内
市

場
に
お
け
る
輸
入
浸
透
度
に
つ
い
て
、
一
九
八
〇

年
代
か
ら
一
九
九
〇
年
代
に
か
け
て
五
年
ご
と
の

期
間
の
平
均
値
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
図
か
ら
消
費
財
、
中
間
財
、
資
本
財
の
全
て
の

国
内
市
場
に
お
い
て
輸
入
の
占
め
る
割
合
が
高

ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

第
四
に
、
政
府
が
公
企
業
の
効
率
化
を
促
進
す

る
立
場
を
徐
々
に
強
め
て
き
た
た
め
に
、
公
企
業

の
生
産
性
の
上
昇
も
実
現
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、

公
企
業
だ
け
に
制
限
さ
れ
て
き
た
市
場
に
民
間
企

業
や
外
資
系
企
業
が
参
入
し
て
き
た
た
め
に
、
公

企
業
に
お
い
て
も
効
率
化
へ
の
圧
力
が
高
ま
っ
て

い
る
。
そ
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
国
営
企
業
が
コ

ス
ト
ダ
ウ
ン
や
利
益
率
の
上
昇
に
成
功
し
て
い
る
。

　

第
五
に
、
経
済
自
由
化
は
政
治
家
や
役
人
の
裁

量
権
を
大
幅
に
縮
小
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
お
い
て

政
治
的
な
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
が
果
た
す
役
割
が
大
幅

に
縮
小
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
の
国
内
市
場
で
は
概
ね

公
正
な
市
場
競
争
を
促
進
す
る
環
境
が
整
っ
て
き

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

●
競
争
の
効
果

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
一
九
九
一
年
以
降
の
経
済

自
由
化
の
効
果
に
つ
い
て
の
多
く
の
実
証
研
究
は
、

一
九
九
一
年
以
降
に
生
産
性
の
成
長
率
が
低
下
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

け
れ
ど
も
一
九
九
一
年
以
降
の
経
済
自
由
化
は

広
範
な
施
策
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
個
別
の
施
策

の
効
果
に
つ
い
て
も
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
個

別
の
自
由
化
措
置
の
中
で
、
貿
易
政
策
の
自
由
化

の
効
果
は
最
も
集
中
し
て
検
証
さ
れ
て
き
た
。
そ

し
て
多
く
の
実
証
研
究
が
、
貿
易
自
由
化
が
概
ね

生
産
性
ま
た
は
そ
の
成
長
率
を
高
め
て
き
た
と
い

う
推
計
結
果
を
得
て
い
る
。
経
済
自
由
化
の
流
れ

の
中
で
、
海
外
直
接
投
資
の
制
限
も
大
幅
に
緩
和

さ
れ
て
き
た
。
そ
の
効
果
を
検
証
し
た
多
く
の
実

証
研
究
は
、
適
切
な
条
件
さ
え
満
た
せ
ば
イ
ン
ド

経
済
に
好
ま
し
い
効
果
を
持
ち
う
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
市
場
競
争
が
生
産
性
に
与
え
る
効
果

に
つ
い
て
は
、
多
く
の
叙
述
的
な
記
述
は
な
さ
れ

て
き
た
が
、
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
厳
密
な
実
証
研

究
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
筆
者

自
身
が
製
造
業
の
八
つ
の
セ
ク
タ
ー
の
企
業
デ
ー

タ
を
用
い
て
実
証
分
析
を
行
い
、
市
場
競
争
が
製

造
業
企
業
の
生
産
性
の
成
長
率
に
プ
ラ
ス
の
効
果

を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
推
計
結
果
を
得
た
。

　

こ
れ
ら
の
実
証
研
究
結
果
は
、
経
済
自
由
化
後

に
産
業
全
体
と
し
て
は
生
産
性
の
成
長
率
に
は
低

下
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
貿
易
・
海
外
直
接
投
資

規
制
の
緩
和
や
参
入
・
拡
張
な
ど
の
企
業
活
動
の

自
由
化
な
ど
、
個
別
の
自
由
化
措
置
が
生
産
性
の

向
上
に
プ
ラ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

●
競
争
に
関
す
る
懸
念

　

し
か
し
、
イ
ン
ド
国
内
市
場
で
は
公
正
な
市
場

競
争
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
懸
念
も
存
在
す
る
。

　

第
一
に
、
大
企
業
・
支
配
的
企
業
に
対
す
る
規

制
緩
和
に
よ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
市
場
で
寡
占
化

が
進
ん
で
、
一
部
企
業
の
市
場
支
配
力
が
高
ま
り
、

逆
に
Ｘ
非
効
率
が
生
じ
て
生
産
性
が
低
下
す
る
可

能
性
が
あ
る
。

　

第
二
に
、
若
干
の
カ
ル
テ
ル
の
懸
念
が
存
在
す

る
。
真
偽
の
ほ
ど
は
定
か
で
は
な
い
が
、
セ
メ
ン

ト
、
大
型
車
用
の
タ
イ
ヤ
、
陸
上
輸
送
サ
ー
ビ
ス

な
ど
で
カ
ル
テ
ル
の
存
在
が
疑
わ
れ
て
い
る
。

　

第
三
に
、
公
企
業
の
民
営
化
に
遅
れ
が
見
ら
れ

る
。
そ
の
一
因
と
し
て
、
公
企
業
は
州
政
府
の
管

轄
の
も
の
も
含
め
て
工
業
部
門
だ
け
で
数
百
万
の

労
働
者
を
か
か
え
て
お
り
、
民
営
化
は
労
働
組
合
、

政
治
家
、
官
僚
の
強
力
な
抵
抗
に
直
面
し
て
い
る

こ
と
が
あ
る
。

　

第
四
に
、
イ
ン
ド
で
は
雇
用
に
関
す
る
企
業
の

自
由
度
に
多
く
の
制
限
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

イ
ン
ド
の
労
働
規
制
は
労
働
者
の
解
雇
を
困
難
に

し
て
い
る
。
特
に
労
働
争
議
法
（
一
九
四
七
年
）

は
一
〇
〇
人
以
上
雇
用
す
る
事
業
所
が
解
雇
や
レ

イ
オ
フ
お
よ
び
事
業
所
の
閉
鎖
に
つ
い
て
政
府
の

許
可
を
得
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
労
働
移
動
を
困
難
に
す
る
規
制
は
競
争
が
企

業
の
生
産
性
を
高
め
る
方
策
の
選
択
肢
を
狭
め
て

い
る
。

　

第
五
に
、
イ
ン
ド
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
時

代
の
法
制
度
を
受
け
継
ぎ
、
株
主
や
債
権
者
を
保

護
す
る
仕
組
み
は
発
達
し
て
い
る
が
、
そ
の
実
効

性
は
低
い
。
こ
の
た
め
経
営
者
が
企
業
利
益
を
高

め
ず
に
、
資
金
提
供
者
を
欺
く
こ
と
で
私
的
利
益

を
高
め
る
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
金
融
機
関
の
多

く
は
現
在
で
も
国
有
で
あ
り
、
そ
の
融
資
に
は
政

治
的
な
裁
量
が
働
く
場
合
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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業
は
一
九
九
一
年
の
修
正
ま
で
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
の
対

象
外
で
あ
っ
た
た
め
、
巨
大
な
公
企
業
が
い
く
つ

か
の
産
業
で
支
配
的
な
地
位
を
占
め
、
公
正
な
市

場
競
争
を
妨
げ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
一
九
九
一
年
の
経
済
自
由
化
へ
の
政

策
の
転
換
に
伴
い
、
大
企
業
の
行
動
の
制
限
を
大

幅
に
緩
和
し
た
修
正
法
が
制
定
さ
れ
た
。
Ｍ
Ｒ
Ｔ

Ｐ
企
業
に
設
備
の
拡
張
、
新
規
投
資
、
合
併
・
買

収
な
ど
に
つ
い
て
政
府
の
許
可
を
得
る
こ
と
を
義

務
付
け
て
い
た
条
項
と
企
業
結
合
を
規
制
す
る
条

項
は
削
除
さ
れ
、
ま
た
公
企
業
に
も
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法

が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
修
正
法
に

よ
っ
て
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
の
権
限
は
強
化
さ
れ
、
独
占

的
な
取
引
慣
行
に
つ
い
て
調
査
や
審
決
を
行
う
権

限
が
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
救
済
措
置
に
関
し

て
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
の
権
限
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
独
占
的
な
企
業
の
分
割
を
決
定
す
る
権

限
は
な
く
、
そ
の
権
限
は
政
府
に
残
さ
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
二
〇
〇
二
年
に
は
自
由
化
さ
れ
た
経

済
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
競
争
法
と
し
て
、
新
た

な
競
争
法
（Com

petition A
ct, 2002

）
が
制

定
さ
れ
、
二
〇
〇
七
年
に
はCom

petition 

（A
m
endm

ent

） A
ct, 2007

が
議
会
で
承
認

さ
れ
た
。Com

petition A
ct

の
新
た
な
執
行

主
体
と
し
て
はCom

petition Com
m
ittee of 

India

（
Ｃ
Ｃ
Ｉ
）
が
設
立
さ
れ
た
。

　

Com
petition A

ct
は
、
規
模
や
市
場
シ
ェ

ア
に
よ
っ
て
競
争
制
限
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
構

造
規
制
で
は
な
く
、
企
業
の
行
為
に
よ
っ
て
競
争

制
限
的
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
行
為
規
制

の
立
場
を
と
る
と
い
う
点
で
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
と
対
比

を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
優
越
的
な
立
場
そ

の
も
の
が
競
争
を
制
限
す
る
と
は
み
な
さ
ず
に
、

優
越
的
な
立
場
の
濫
用
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
が
競
争

制
限
的
で
あ
る
か
はCom

petition A
ct

に
明

示
的
に
定
義
さ
れ
た
。Com

petition A
ct

は
、

自
由
化
さ
れ
た
新
し
い
経
済
に
適
合
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
先
進
自
由
主
義
経
済
諸
国
の
競
争

法
を
反
映
し
た
新
た
な
競
争
法
と
な
っ
て
い
る
が
、

Ｃ
Ｃ
Ｉ
の
権
限
を
弱
め
る
よ
う
な
措
置
も
と
ら
れ

て
お
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
実
効
性
を
持
ち
う
る
か
は

予
断
を
許
さ
な
い
。

●
展
望

　

一
九
九
一
年
の
経
済
自
由
化
以
降
に
イ
ン
ド
国

内
の
多
く
の
市
場
で
概
ね
公
正
な
競
争
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
、
様
々
な
情
報
に
よ
っ
て
支
持
さ

れ
て
い
る
。
多
く
の
市
場
で
公
正
な
競
争
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
今
後
の
イ
ン
ド
経
済
の
成
長
に

と
っ
て
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
新
し
い
競
争
法

は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
に
比
べ
競
争
促
進
的
で
あ
り
、
そ

の
執
行
主
体
で
あ
る
Ｃ
Ｃ
Ｉ
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
に
比

べ
れ
ば
権
限
や
独
立
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
イ
ン

ド
の
国
内
市
場
で
は
、
今
後
も
公
正
な
市
場
競
争

が
企
業
間
の
競
争
の
主
た
る
様
式
で
あ
り
続
け
、

そ
の
結
果
イ
ン
ド
の
企
業
セ
ク
タ
ー
は
さ
ら
に
成

長
を
遂
げ
、
イ
ン
ド
経
済
全
体
の
成
長
に
寄
与
し

て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

（
か
と
う　

あ
つ
し
／
青
山
学
院
大
学
経
営

学
部
准
教
授
）

金
融
機
関
に
よ
る
経
営
者
の
規
律
づ
け
は
十
分
に

働
い
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
。

●
競
争
政
策

　

上
で
見
た
公
正
な
市
場
競
争
に
関
す
る
懸
念
の

う
ち
、
第
一
と
第
二
の
懸
念
は
政
府
の
競
争
政
策

に
よ
っ
て
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で

き
る
。

　

イ
ン
ド
で
は
一
九
六
九
年
の
独
占･

制
限
的
取

引
慣
行
法
（
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
）
が
競
争
に
関
し
て
議

会
で
制
定
さ
れ
た
最
初
の
法
律
で
あ
る
。
Ｍ
Ｒ
Ｔ

Ｐ
法
の
中
心
的
な
執
行
主
体
と
し
てM

onopo-
lies and Restrictive T

rade Practices 
Com

m
ission

（
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
）
が
設
立
さ
れ
た
。

Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
は
、
経
済
力
集
中
の
防
止
、
独
占
の

統
制
、
独
占
的
・
制
限
的
な
取
引
慣
行
の
禁
止
、

不
公
正
な
取
引
慣
行
の
禁
止
（
八
四
年
修
正
法
以

降
）
を
柱
と
し
、
一
定
規
模
以
上
の
企
業
（
以
下
、

Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ
企
業
）
に
対
し
て
政
府
に
登
録
し
、
設

備
の
拡
張
や
事
業
の
多
角
化
、
合
併
や
買
収
な
ど

に
関
し
て
事
前
に
政
府
か
ら
許
可
を
得
る
こ
と
を

義
務
付
け
た
。
当
初
一
二
二
〇
社
超
の
企
業
が
Ｍ

Ｒ
Ｔ
Ｐ
企
業
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
し
か
し
、
Ｍ

Ｒ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
の
権
限
は
も
と
も
と
弱
く
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
Ｐ

Ｃ
の
活
躍
の
場
は
限
ら
れ
て
い
た
。
大
規
模
な
操

業
の
た
め
に
は
政
府
か
ら
許
認
可
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
一
九
九
一
年
以
前
の
状
況
の
下

で
、
大
企
業
が
政
治
的
な
優
遇
措
置
を
受
け
た
り
、

資
金
調
達
に
お
け
る
有
利
な
立
場
を
利
用
し
た
り

す
る
な
ど
し
て
、
さ
ら
に
巨
大
化
す
る
傾
向
が
Ｍ

Ｒ
Ｔ
Ｐ
法
下
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
ま
た
公
企

特 集特 集
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